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「平成２２年４月の介護保険制度改正内容」に関する重要なお知らせ
（ 訪問介護業務管理システム（ＢＳＳ）の操作方法 ）

拝啓　時下、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素より、格別のお引き立てをいただき誠にありがとうございます。

平成２２年４月の介護保険制度改定内容について、下記のとおり、お知らせ致します。

【 改正内容：３級ヘルパーの経過措置終了に伴うサービス内容の廃止 】

 ３級ヘルパーの経過措置終了に伴い、訪問介護等の該当サービスコードが「平成２２年３月３１日」で

 廃止となります。

 ※該当するサービス種類

 　訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護

 ※廃止となるサービス内容

 　サービス内容に「３級」という語句が含まれるサービスコードが、廃止となります。

 　例）「１１：１２３１　身体介護２・３級」

 　　　「１１：７２３１　生活援助２・３級」

 　　　「１１：８１２１　通院等乗降介助・３級」

【 訪問介護業務管理システム（ＢＳＳ）では、以下の操作が必要となります。】

 ※何れも「３級ヘルパーに該当するヘルパー」が存在する場合にのみ、必要な操作となります。

 １.「職員管理情報 － ヘルパー３級」の『期間（終了日）』の入力

 ２.「利用者管理情報 － 訪問計画」に於ける３級ヘルパーに該当する『サービス内容』の変更

 　例）「１１：１２３１　身体介護２・３級」　　⇒ 「１１：１２１１　身体介護２」

 　　　「１１：７２３１　生活援助２・３級」　　⇒ 「１１：７２１１　生活援助２」

 　　　「１１：８１２１　通院等乗降介助・３級」⇒ 「１１：８１１１　通院等乗降介助」
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※※※ 訪問介護業務管理システム（ＢＳＳ）の操作方法 ※※※

１.「職員管理情報 － ヘルパー３級」の『期間（終了日）』の入力

■職員管理画面にて、「３級ヘルパーに該当するヘルパー」の期間（終了日）に「平成22年3月31日」を

　入力します。

　注意：自立支援システムとの連動があり、かつ３級ヘルパーの派遣がある場合

　　自立支援サービス関連の帳票出力 及び 実績送り出し（自立支援）を行う時に、３級ヘルパーの

　　期間（終了日）を一旦クリア（空白）してください。（記録の再入力は必要ありません）
　　　　

２.「利用者管理情報 － 訪問計画」に於ける３級ヘルパーに該当する『サービス内容』の変更

■利用者管理の訪問計画画面にて、「３級ヘルパーの訪問計画」を修正します。

　※【 介護給付 】の場合の変更方法

　　①派遣区分を、一旦「別の内容に変更」します。

　　②その後、派遣区分を、最初の状態に「内容を戻す」ことで、サービス内容が変更されます。

　　例）派遣区分を、「通常（初期状態）⇒ 二人（変更）⇒ 通常（初期状態に戻す）」に変更します。

　※【 介護予防・夜間対応型 】の場合の変更方法

　　サービス内容を、再選択して下さい。（適用区分をクリックする事で、選択画面が表示されます。）

＊ご不明な点がございましたら、当社・サーポートセンターまでお問い合わせください。

■サービス内容の例

　「身体介護２・３級」
　　　　↓↓↓
　「身体介護２」
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